
議

案

第

四

号 

 
 

 

港

区

街

づ

く

り

推

進

事

務

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

四

年

二

月

十

六

日 

 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 

  
 

 

港

区

街

づ

く

り

推

進

事

務

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

港

区

街

づ

く

り

推

進

事

務

手

数

料

条

例

（

平

成

十

二

年

港

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正 

す

る

。 

別

表

一

の

部

五

十

一

の

項

中

「

、

同

項

第

七

号

イ

」

を

「

若

し

く

は

第

七

号

イ

」

に

、

「

、

第

六

十

三

条

第

三

項

第

五

号

イ

」

を

「

又

は

第

六

十

三

条

第

三

項

第

五

号

イ

」

に

改

め

、

「

又

は

第

六

十

八

条

の

六

十

九

第

三

項

第

五

号

イ

若

し

く

は

第

七

号

イ

」

を

削

り

、

同

部

五

十

三

の

項

中

「

、

同

項

第

七

号

ロ

」

を

「

若

し

く

は

第

七

号

ロ

」

に

、

「

、

第

六

十

三

条

第

三

項

第

六

号

」

を

「

又

は

第

六

十

三

条

第

三

項

第

六

号

」

に

改

め

、

「

又

は

第

六

十

八

条

の

六

十

九

第

三

項

第

六

号

若

し

く

は

第

七

号

ロ

」

を

削

り

、

同

部

六

十

の

項

を

同

部

六

十

一

の

項

と

し

、

同

部

五

十

九

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。 

 
 

六

十

 

長

期

優

良

住

宅

の

普

及

の

促

進

に

関

す

る

法

律

第

十

八

条

の

規

定

に

基

づ

く

建

築

物

の

容

積

率

に

関

す

る

特

例

の

許

可

の

申

請

に

対

す

る

審

査 

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

の

認

定

を

受

け

た

建

築

物

の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十

六

万

円 

許

可

申

請

の

と

き

。 

 



        
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

住

宅

の

質

の

向

上

及

び

円

滑

な

取

引

環

境

の

整

備

の

た

め

の

長

期

優

良

住

宅

の

普

及

の

促

進

に

関

す

る

法

律

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

四

十

八

号

）

の

施

行

に

よ

る

長

期

優

良

住

宅

の

普

及

の

促

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

年

法

律

第

八

十

七

号

）

及

び

所

得

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

二

年

法

律

第

八

号

）

の

施

行

に

よ

る

租

税

特

別

措

置

法

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

い

手

数

料

を

新

設

す

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

法

律

第

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

く

建

築

物

の

容

積

率

に

関

す

る

特

例

の

許

可

の

申

請

に

対

す

る

審

査 

あ

あ

あ 

建

築

等

計

画

の

認

定

を

受

け

た

建

築

物

の

容

積

率

の

特

例

許

可

申

請

手

数

料

あ

あ 

 

あ

あ

あ

き

。 
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